
注 文 書

契約番号 2026000013

業 務 名 機械警備業務（古川東児童センター 外）

業務場所 大崎市古川駅東二丁目 6番 32号 外

期 間 令和８年４月１日～令和１３年３月３１日

別 添 書 類

１ 仕様書（機械警備仕様書・警備実施要領）

２ 内訳書

３ 位置図

４ 平面図

大崎市民生部子育て支援課



仕 様 書

第 １ 章 総 則

１． 本委託業務は総て大崎市契約規則、本仕様書に基づき業務を履行する。なお、履行

にあたっては委託箇所及び、周辺にある既設構造物に対し、支障を及ぼさないよう万

全を期すとともに、もし損害を与えた場合は、請負業者の責任において処理しなけれ

ばならない。

第 ２ 章 業 務 内 容

１．場所（施設名）

（１）古川東児童センタ－

大崎市古川駅東二丁目 6番 32号（0229-23-1055）
（２）古川南児童センタ－

大崎市古川南町三丁目 7番 26号（0229-22-3610）
（３）古川大宮児童センタ－

大崎市古川大宮四丁目 9番 8号（0229-23-1120）
（４）古川稲葉児童センタ－（古川つくしんぼ放課後児童クラブ棟含む）

大崎市古川穂波三丁目 6番 2号（0229-24-8513）
（５）西古川地区学童保育（西古川幼稚園）

大崎市古川保柳字氏子 114番地 1（0229-26-4556）
（６）高倉地区学童保育（高倉幼稚園）

大崎市古川中沢字中沢屋敷 242番地（0229-53-1650）
（７）清滝地区学童保育（清滝幼稚園）

大崎市古川清水沢字長泥 30番地 2（0229-29-2350）
（８）古川稲葉放課後児童クラブ

大崎市古川穂波三丁目５番７号（0229-87-3972）
（９）古川東放課後児童クラブ

大崎市古川福沼三丁目１６番１号（0229-23-1055）

２．業務内容

（１）機械警備業務

別紙機械警備仕様書及び警備実施要領のとおり

第 ３ 章 そ の 他



１．暴力団等の排除について

（１）この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成２５年６月１

日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契

約を解除することがある。

（２）本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請負させ、

若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者

が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を

求めることがある。

（３）この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」とい

う。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上

必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若し

くは受託させた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措

置を行うよう指導すること。

なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力

及び発注者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認め

られるときは、必要に応じて、工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

２．長期継続契約の該当について

本件は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条の 3及び大崎市長期継続契約
を締結することができる契約を定める条例による長期継続契約に該当しますので、以下

の点に留意してください。

（１）発注者は翌年度以降における発注者の歳出予算において、契約済の契約金額につい

て減額又は削除されたときは、契約の変更又は解除をすることができるものとする。

（２）発注者は、前項の規定によりこの契約の変更又は解除をした場合において、受注者

に損害を生じさせたときは、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この

場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

３．被災者等の雇用について

本業務の実施にあたり、東北地方太平洋沖地震による被災者等の市内求職者の積極的

な雇用に努めること。

４．委託料の支払い

請負代金の支払いは月払いとし、請求書は子育て支援課に送付すること。

５．入札（見積もり）上の注意事項

入札（見積もり）の金額については、委託期間の総額（消費税抜き）とする。



機 械 警 備 仕 様 書

１．監視装置

受託者（以下「乙」という。）は、自己の負担において警備業務の履行のために必要

な機器及び配線を対象施設に設置する。

乙は、物件に設置した警報機器により感知する異常情報を自動的に受信し得る監視

装置を乙のコントロ－ルセンタ－に設置する。

２．監視業務

乙は、コントロ－ルセンタ－管制要員を定めて、後記警備実施要領４．監視項目に

ついて間断なく監視するとともに、常に緊急出動要員と連絡を保持し物件の異常事態

に備える。

３．警備任務

乙は、後記警備実施要領４．監視項目に基づき、次のとおりの提供業務を実施する。

（１）「防犯」提供業務

① 乙の提供する「防犯」提供業務とは、警備実施時間において物件に関する盗難及

び不法侵入の予防もしくは早期発見並びにその拡大防止の為の業務をいう。

② 乙は、警備実施時間中にコントロ－ルセンタ－において物件の異常情報を受信し

たときは、遅滞なく緊急出動要員を現場に出動させ、異常情報の内容確認を行うと

ともに必要な処置を執る。

③ 乙は、異常事態の発生を確認したときは、速やかに拡大防止の処置を執るととも

に、必要に応じて警察機関に連絡を行い、緊急出動の要請を行う一方予め定められ

た緊急連絡者名簿の優先順位に従い、緊急連絡者のいずれかに電話連絡を行い現場

確認のための出勤を要請する。

（２）「火災異常」提供業務

① 乙の提供する「火災異常」提供業務とは、物件の自動火災報知設備によって感知

される物件の火災異常の監視業務及び火災異常を受信したときにおける消防機関へ

の通報業務並びに対処業務をいう。

② 乙は、コントロ－ルセンタ－において物件の異常情報を受信したときは、遅滞な

く物件内の指定された電話に連絡を行い、火災発生と判断したときは、直ちに消防

機関に通報すると同時に緊急出動要員を現場に出動させ、必要な処置を執る。

③ 前記②において指定された電話に連絡するも連絡不能の場合は、乙は、遅滞なく

緊急出動要員を現場に出動させ、火災の有無の確認を行うとともに、必要に応じて

消防機関に通報する一方必要な処置を執る。

④ 乙が物件の本提供業務と「防犯」提供業務を受託している場合で、物件の警報機

器が全面警戒（オ－ルセット）の状態において異常情報を受信したときは、乙は、

遅滞なく緊急出動要員を現場に出動させ、火災の有無の確認を行うとともに必要に



応じて消防機関に通報を行い、必要な処置を執る一方予め定められた緊急連絡者名

簿の優先順位に従い、緊急連絡者のいずれかに電話連絡を行い現場確認のための出

勤を要請する。

（３）「ガス異常」提供業務

① 乙の提供する「ガス異常」提供業務とは、物件のガス警報設備によって感知され

る物件のガス異常の監視業務及びガス異常を受信したときにおける対処業務をいう。

② 乙は、コントロ－ルセンタ－において物件の異常情報を受信したときは、遅滞な

く物件内の指定された電話に連絡を行い、ガス異常と判断したときは、直ちに緊急

出動要員を現場に出動させ、必要な処置を執る。

③ 前記②において指定された電話に連絡するも連絡不能の場合は、乙は、遅滞なく

緊急出動要員を現場に出動させ、ガス異常の有無の確認を行うとともに、必要な処

置を執る。

④ 乙は、異常事態の発生を確認したときは、速やかに拡大防止の処置を執るととも

に、必要に応じて関係機関に連絡を行い、緊急出動の要請を行う一方予め定められ

た緊急連絡者名簿の優先順位に従い、緊急連絡者のいずれかに電話連絡を行い現場

確認のための出勤を要請する。

⑤ 西古川・高倉・清滝地区学童保育は、業務対象外とする。

（４）警備実施事項の報告

乙は、緊急出動要員を現場に出動させた場合は、その状況を発注者（以下「甲」

という。）又は物件の担当者へ報告する。

４．警備実施時間

（１）「防犯」提供業務

① 物件の最終退場者が警備基準時間帯において、扉、窓、シャッタ－等の施錠及び

残留者、潜伏者の有無並びにガス、水道等の栓、火気、その他必要事項の点検を行

い、異常のないことを確認して警報機器を警戒（セット）にしたときに警備は開始

され、物件の最初の入場者が警報機器を解除（オフ）にしたときに警備は終了する。

ただし、警備基準時間帯以外でも前段手順により警報機器を警戒（セット）にし

たときには、前段と同様の取扱いとする。

② 前記①に定める異常の有無の懈怠により物件に盗難等の損害が生じた場合は、乙

は、その損害について減免される。

（２）「火災異常」提供業務

終日監視とする。

（３）「ガス異常」提供業務

終日監視とする。

５．緊急連絡者

甲は、予め物件の緊急連絡者を指定し、連絡優先順位を明示した３名以上の名簿を



乙に提出する。緊急連絡者又は連絡優先順位に変更あるときも遅滞なくその都度乙に

その名簿を提出する。

６．事故報告

乙は、物件に事故が発生した場合は、速やかに物件の緊急連絡者に事故の内容を報

告する。

７．鍵の預託

（１）甲は、乙の業務遂行上必要な物件の鍵を乙に預託し、乙は預託された鍵を厳重に取

り扱い保管する。

（２）甲は、警報機器の操作のため、乙により預託された鍵（磁気カ－ド）について責任

をもって管理する。

なお、乙により甲へ預託される鍵（磁気カ－ド）の数量については、下記のとおり

とする。

①古川東児童センタ－・・・・８組

②古川南児童センタ－・・・・８組

③古川大宮児童センタ－・・・８組

④古川稲葉児童センタ－・・・８組

⑤西古川地区学童保育・・・・５組

⑥高倉地区学童保育・・・・・５組

⑦清滝地区学童保育・・・・・５組

⑧古川稲葉放課後児童クラブ・８組

⑨古川東放課後児童クラブ・・８組

８．保守点検

乙は、物件に設置した警報機器について適宜保守点検を行い、乙のコントロ－ルセ

ンタ－において正常作動を確認する。万一作動に異常を認めたときは、速やかに警備

上の安全な処置を講ずる。

９．臨時立ち入り

甲は、「防犯」提供業務の警備実施時間中に物件内に臨時に入場する場合は事前に乙

のコントロ－ルセンタ－に対して入場者の氏名、入場予定時刻及び退場予定時刻を通

知のうえ、警報機器を解除（オフ）にして入場する。退場するにあたって、事前にそ

の旨を乙のコントロ－ルセンタ－に通知したうえ、警報機器を警戒（セット）にする。

10．代替警備
（１）乙は、本契約に際し警報機器設置工事等のため機械警備を実施できない場合は、そ

の期間巡回警備を実施し、物件の出入口等の施錠点検、火災予防等の安全確保に必要

な事項を点検確認する。

（２）乙は、万一警備実施時間において利用回線不通等のため機械警備が不可能になった



場合にも前記（１）と同様の巡回警備を実施する。

11．警報装置の撤去
乙は、契約の終了又は解除されたときは自己の責任において直ちに警報装置を撤去

し、対象施設を現状に復帰させる。

12．業務引継期間の警備
既存警報装置撤去後、新警報装置設置完了までの期間は、乙の責任において警備を

行うこと。

13．その他
（１）乙は、甲から警備実施時間中に鍵の開閉並びに警報機器の操作を求められた場合に

は、随時対応する。

（２）この仕様書に定めのない事項については、甲、乙で協議のうえ決定する。



警 備 実 施 要 領

１．警備方法

機械警備仕様書による機械警備（ICオンラインシステム）

２．警備範囲

添付平面図のとおり

３．利用回線

加入電話回線

４．監視項目

（１） 盗難及び不法侵入

（２） 自動火災報知設備

（３） ガス警報

５．警備基準時間（防犯）

平 日 １７時００分 ～ 翌日０８時 ３０分

土 曜 日 １７時００分 ～ 翌日０８時 ３０分

休 祝 日 ０８時３０分 ～ 翌日０８時 ３０分



番号 工事区分　工種　種別　細別 基準品又は規格 単位 数量 単価 金額 備考

　 機械警備業務 　

　 　古川東児童センタ－  ヶ月 60.0 　 　
鍵（磁気カ－ド）の
預託８組含む

　 　古川南児童センタ－  ヶ月 60.0 　 　
鍵（磁気カ－ド）の
預託８組含む

　 　古川大宮児童センタ－  ヶ月 60.0 　 　　
鍵（磁気カ－ド）の
預託８組含む

　古川稲葉児童センタ－  ヶ月 60.0 　 　
鍵（磁気カ－ド）の
預託８組含む

　西古川地区学童保育施設  ヶ月 60.0 　 　
鍵（磁気カ－ド）の
預託５組含む

　高倉地区学童保育施設  ヶ月 60.0 　 　
鍵（磁気カ－ド）の
預託５組含む

　清滝地区学童保育施設  ヶ月 60.0 　 　
鍵（磁気カ－ド）の
預託５組含む

　古川稲葉放課後児童クラブ 　 ヶ月 60.0 
鍵（磁気カ－ド）の
預託８組含む

　古川東放課後児童クラブ 　 ヶ月 60.0 
鍵（磁気カ－ド）の
預託８組含む

　 　

　 　 　

　　計 　 　 　

　

　消費税相当額 　

　合　計 　

機械警備業務（古川東児童センタ－　外）内訳書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

1



古川南児童センタ－

位　置　図

古川大宮児童センタ－

清滝地区学童保育

古川稲葉児童センタ－

古川稲葉放課後児童クラブ室

古川東放課後児童クラブ
古川東児童センタ－



位　置　図

高倉地区学童保育

西古川地区学童保育



平　面　図 古川稲葉放課後児童クラブ









平　面　図

1階平面図

2階平面図

古川東放課後児童クラブ





高倉地区学童保育施設



清滝地区学童保育施設



西古川地区学童保育施設


